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  規　　　　　則  

　山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第77号

　　　山形県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

　山形県児童福祉法施行細則（昭和42年３月県規則第11号）の一部を次のように改正する。

　別記様式第４号の２の２（裏）及び別記様式第４号の３中「16万円」を「28万円」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第618号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場合を含

む。）の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘
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山形県告示第619号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる場

合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり変更した旨の届出があった。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

(1) 届出をした指定医療機関の名称及び所在地

　　医療法人　二本松会　山形さくら町病院

　　山形市桜町２番75号

(2) 届出の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成20. 4. 1最上郡金山町大字金山548番地２町 立 金 山 診 療 所

同酒田市相生町一丁目６番26号ラ イ ラ ッ ク 調 剤 薬 局

同同　　千石町二丁目３番20号日本海総合病院酒田医療センター

同同　　あきほ町30番地日 本 海 総 合 病 院

同天童市老野森一丁目５番１号大 竹 内 科 呼 吸 器 科 医 院

同山形市双葉町二丁目１番24号ち と せ 薬 局

同　　　 4.21東田川郡三川町大字猪子字大堰端379番地７み か わ キ ッ ズ ク リ ニ ッ ク

同　　　4.28米沢市丸の内二丁目3092番地丸 の 内 ナ カ ム ラ 薬 局

同　　　4.30村山市駅西18番２号三 浦 皮 膚 科 医 院

同　　　5. 1寒河江市大字寒河江字塩水71外調剤薬局ツルハドラッグ寒河江西店

同同　　　　　　　　　　　59番地の１さ が え 調 剤 薬 局

同山形市南館四丁目１番１号ヤ マ ザ ワ 調 剤 薬 局　 南 館 店

変更年月日

指定医療機関の名称

変　　更　　後変　　更　　前

平成20. 4. 1
医療法人　二本松会　山形さくら町病

院
医療法人　二本松会　山形病院
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山形県告示第620号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活保護法の規定の例によることとさ

れる場合を含む。）の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第621号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定により生活

保護法の規定の例によることとされる場合を含む。）の規定により、指定介護機関から次のとおり廃止した旨の届出

があった。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第622号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課において平成20年７月１日から同月14日まで縦覧に供

する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　道路の種類　　一般国道

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成20. 4. 1鶴岡市中田字追分162番地２

認知症対応型共同

生活介護

介護予防認知症対

応型共同生活介護

コ ミ ュ ニ テ ィ マ マ 家

同同　　常盤木字関口103番地３

認知症対応型共同

生活介護

介護予防認知症対

応型共同生活介護

グループホーム「ママ家」

同　　　4.15寒河江市仲谷地二丁目３番地の５居宅療養管理指導おしどり薬局　 仲谷地店

同　　　4.28新庄市本町６番11号
訪 問 介 護

介護予防訪問介護
ど ん ぐ り

廃止年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成20. 3.31鶴岡市三和町１番53号
通所リハビリテー

ション

宮原病院デイケアセンターみ

やはら

同同　　常盤木字関口103番地３

認知症対応型共同

生活介護

介護予防認知症対

応型共同生活介護

グループホーム「ママ家」

同同　　中田字追分162番地２
認知症対応型共同

生活介護
コ ミ ュ ニ テ ィ マ マ 家
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２　路　線　名　　287号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第623号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成20年７月１日から同月14日まで縦覧に供する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　路　　線　　名　　112号

２　供用開始の区間　　鶴岡市下川字窪畑204番417から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　１番1143まで

３　供用開始の期日　　平成20年７月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第624号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定

により、土砂災害警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

18
23.5～

17.5
旧

西村山郡河北町大字西里字両所1258番１から

同　　　　　　　　　　　　　1257番３まで

同　上
17.5～
17.5

新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり沢の入沢１

土石流別紙図面のとおり針生沢

土石流別紙図面のとおり十本木沢

土石流別紙図面のとおり小鉢沢

土石流別紙図面のとおり太郎沢

土石流別紙図面のとおり沢入沢

土石流別紙図面のとおり宇津野沢

土石流別紙図面のとおり沢の入沢２

土石流別紙図面のとおり大淀沢

土石流別紙図面のとおり本南沢

土石流別紙図面のとおり上野沢－１
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土石流別紙図面のとおり上野沢－２

土石流別紙図面のとおり蒲沢

土石流別紙図面のとおり堂ノ上沢１

土石流別紙図面のとおり堂ノ上沢２

土石流別紙図面のとおり入水沢

土石流別紙図面のとおり寺沢

土石流別紙図面のとおり日の沢

土石流別紙図面のとおり雨沼沢

土石流別紙図面のとおり鹿の子沢

地滑り別紙図面のとおり杉山２－１

地滑り別紙図面のとおり杉山２－２

地滑り別紙図面のとおり送橋

地滑り別紙図面のとおり古槇２－１

地滑り別紙図面のとおり古槇２－２

地滑り別紙図面のとおり古槇２－３

地滑り別紙図面のとおり中堀

地滑り別紙図面のとおり古槇３

地滑り別紙図面のとおり十本木

地滑り別紙図面のとおり石田淵２

地滑り別紙図面のとおり上郷－１

地滑り別紙図面のとおり上郷－２

地滑り別紙図面のとおり上郷－３

地滑り別紙図面のとおり大舟木３－１

地滑り別紙図面のとおり大舟木３－２
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地滑り別紙図面のとおり大舟木３－３

地滑り別紙図面のとおり大舟木３－４

地滑り別紙図面のとおり下芦沢－１

地滑り別紙図面のとおり下芦沢－２

地滑り別紙図面のとおり下芦沢－３

地滑り別紙図面のとおり立木

地滑り別紙図面のとおり立木２－１

地滑り別紙図面のとおり立木２－２

地滑り別紙図面のとおり大暮山－１

地滑り別紙図面のとおり大暮山－２

地滑り別紙図面のとおり白倉－１

地滑り別紙図面のとおり白倉－２

地滑り別紙図面のとおり白倉－３

地滑り別紙図面のとおり大沼－１

地滑り別紙図面のとおり大沼－２

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり杉山１－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり杉山１－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり杉山１－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり和田１－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり和田１－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり和田１－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり塩平

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり和田２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり猫石



山　　形　　県　　公　　報 第1955号平成20年７月１日（火曜日）

947

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおりダンの腰

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり石田淵１－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり石田淵１－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり寺ノ裏

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり平田

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり下宇津野

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大船木１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大船木２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大淀

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり経塚１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり経塚２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宮ノ下

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり上野

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり西山

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり日ノ沢－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり日ノ沢－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり曲淵－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり曲淵－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり森越

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大暮山－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大暮山－２
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　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに朝日町役場に

おいて縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第625号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）

第８条第１項の規定により、土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

土砂災害の発生原因となる

自然現象の種類　　　　　
指定の区域土砂災害警戒区域の名称

土石流別紙図面のとおり針生沢

土石流別紙図面のとおり十本木沢

土石流別紙図面のとおり小鉢沢

土石流別紙図面のとおり宇津野沢

土石流別紙図面のとおり沢の入沢２

土石流別紙図面のとおり大淀沢

土石流別紙図面のとおり蒲沢

土石流別紙図面のとおり堂ノ上沢１

土石流別紙図面のとおり鹿の子沢

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり杉山１－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり杉山１－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり杉山１－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり和田１－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり和田１－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり塩平

急傾斜地の崩壊別紙図面のとおり和田２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり猫石

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおりダンの腰

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり石田淵１－１
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　なお、「別紙図面」は省略し、土木部河川砂防課及び村山総合支庁建設部西村山河川砂防課並びに朝日町役場に

おいて縦覧に供する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり石田淵１－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり寺ノ裏

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり平田

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり下宇津野

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宇津野－３

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大船木１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大船木２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大淀

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり経塚１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり経塚２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり宮ノ下

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり上野

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり西山

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり日ノ沢－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり日ノ沢－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり曲淵－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり曲淵－２

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり森越

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大暮山－１

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり大暮山－２
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山形県告示第626号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条第１項の規定により、１又は２以上の構えを成す建築物の一の敷地と

みなされる一団地の区域は、次のとおりである。

　なお、関係図書は、村山総合支庁建設部建築課において縦覧に供する。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　認 定 番 号　　指令村総建第３号

２　認 定 区 域　　西村山郡大江町大字本郷字下夕原丙341－64

３　認定年月日　　平成20年６月19日

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成20年６月20日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　すぎな

　(2) 代表者の氏名

　　　佐藤　憲司

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　長井市森字和合654番地

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、社会的に弱い立場に立たされている障害者、高齢者等が、地域の中で地域の方々の優しさに包

まれ、一人ひとり生活の意欲と自己表現を高め、社会の一員として豊かな日々を過ごすことが出来るよう、障

害者及び高齢者の支援に関する各種の事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の定

款の変更の認証について申請があった。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　申請のあった年月日

　　平成20年６月20日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　(1) 名　称

　　　特定非営利活動法人　さわやかサービス

　(2) 代表者の氏名

　　　佐竹　武司

　(3) 主たる事務所の所在地

　　　長井市大町13番３号　好人荘201号

　(4) 定款に記載された目的

　　　この法人は、長井市及びその周辺の住民で、移動の不自由な高齢者や身体の不自由な方または、その家族に

対して通院・生活支援等、社会参加のために必要だと思われることを支援する事業を行い、さらに、長井市と

その周辺の市町におけるまちづくりや地域づくり活動及び地域循環型農業等を支援する事業を行い、地域福祉



山　　形　　県　　公　　報 第1955号平成20年７月１日（火曜日）

951

の向上に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により、農地保有合理

化事業の実施に関する規程の変更を次のとおり承認した。

　　平成20年７月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　農地保有合理化事業を行う者の名称及び住所

　　東根市農業協同組合

　　東根市大字東根甲1390番１号

２　農地保有合理化事業の実施地域

　　東根市における農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第６条第１項の規定により指定され

た農業振興地域

３　農地保有合理化事業の種類

　(1) 法第４条第２項第１号の規定する農地売買等事業（農用地等を借り受けて、当該農用地等を貸し付ける事業

に限る。）

　(2) 法第４条第２項第２号に規定する農地売渡信託等事業

４　承認年月日

　　平成20年５月26日

正　　　　　誤
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